


タブレット端末の役割の変化

授業で必要なときだけ使う 学校や家庭で日常的に活用

選択権は教員 選択権は児童生徒

学校の共有物 自分の持ち物

学校がコントロール 家庭との連携が必要

《以前》 《現在》

使う権利 より良く使う責任



「情報モラル教育」から「デジタル・シティズンシップ教育」へ

大人が

使い方を決める

子どもたちと

使い方を一緒に考え共有する

思考停止 より良く使おう💡

「～してはいけません」 「どうしたらいいか？」

《情報モラル教育》 《デジタル・シティズンシップ教育》



タブレット端末は
落とさないように

パスワードは
他の人に教えてはいけません

他の人を
勝手に撮影してはいけません

「落としてしまったら
どうすればいい？」
✔どこか割れていない？
✔電源は入る？
✔先生や保護者に見てもらおう

「どうして？」

「どうしたらいい？」

《これまでは》

一
緒
に
考
え
る

《より良く活用していくには》

ﾃﾞｼﾞﾀﾙ･ｼﾃｨｽﾞﾝｼｯﾌﾟ教育

「デジタル・シティズンシップ教育」の考え方

！

！

！



「デジタル・シティズンシップ教育」とは？

岐阜市教育委員会と岐阜聖徳学園大学及び岐阜聖徳学園大学短期大学部との
デジタル・シティズンシップ教育推進に係る連携協定
資料提供：岐阜聖徳学園大学 教育学部 芳賀髙洋 教授



児童生徒
（新小学校１生向け「GIGA
びらき」、中学卒業時の
「GIGAじまい」、ブック

の閲覧）

タブレット端末の責任ある活用

ルール本をＤＣ版に刷新（R4.7）

研修
（校長会、教頭会、情
報主任会、職員会、新
年度PTA会長の会）

保護者（PTA総会、懇談会など）

「デジタル・シティズンシップ教育」の取組

教職員・児童生徒のタブレット端末の「ブック」へ配信済
岐阜市教育情報ネットワークポータルサイト http://www.gifu-gif.ed.jp/city/

http://www.gifu-gif.ed.jp/city/



